
4 
 

 

 

 

 

 

【保育の必要な事由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保育の必要量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

認定区分 年齢 必要性 利用先 

２号認定（保育認定） 満３歳以上 「保育の必要な事由」に該当し、 

認可保育施設で保育を希望 

認可保育園 

認定こども園 

地域型保育 ３号認定（保育認定） 満３歳未満 

◎「保育短時間」利用・・・・・施設の規定による最長８時間 （例：9：00－17：00） 

※各保育施設の保育短時間の時間帯については、P54～の認可保育施

設一覧をご参照ください。 

 

◎「保育標準時間」利用・・・「保育短時間」利用の枠を超えて保育を必要とする時間（最長１１時間） 

                   ※利用時間には、通勤・通学時間を含みます。 

認可保育施設を利用するためには、教育・保育給付認定申請を行い、下表による２号又は３号の認定を受

ける必要があります。 

２．教育・保育給付認定 

認可保育施設を利用するためには、保護者が「保育の必要な事由」としていずれかに該当することが必要

です。 

１  就労（月６４時間以上） 

２  妊娠・出産 

３  保護者の疾病、障がい 

４  同居又は長期入院等をしている親族の介護、看護（月６４時間以上） 

５  災害復旧 

６  求職活動（起業準備を含む）、就労内定 

７  就学（学校教育法に規定された学校等、職業訓練校における職業訓練、月６４時間以上） 

８  虐待や DV のおそれがあること 

９  育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 

10  その他、上記に類する状態として市長が認める場合 

 

 

 

 

 

※同居の親族が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。 

２号認定・３号認定のうちさらに「保育短時間」、「保育標準時間」の２つに区分されます。 

※それぞれの区分で認定を受けた場合でも、保護者の就労等の実態に即した「保育を必要とする時間」

での利用となります。 
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【保育の必要な事由と有効期間】 

（注１） ３（保護者の疾病、障がい）、４（介護、看護）に該当する方は、保育の必要性を確認する書類に応じて、

有効期間を決定します。 

（注２） ９（育児休業取得中）に該当する方で、他の未就学児が認可保育施設の利用申込みをしている場合は、

在園児童と申込み児童の保育の必要な事由及び保育の必要量が異なります。 

   在園児童⇒保育の必要な事由「育児休業」 保育の必要量「保育短時間」 

   申込児童⇒保育の必要な事由「就労」    保育の必要量「保育標準時間」又は「保育短時間」 

 

●保育標準時間で認定されている方は、保育短時間で認可保育施設の利用をされていても、利用者負担額

は保育標準時間で算定されたものになります。 

●月６４時間未満での就労の方や、育児休業以外の休業中の方は、６（求職活動、就労内定）で認定します。 

 

【教育・保育給付認定の申請及び支給認定証の発行】 

●教育・保育給付認定を受けるためには、「教育・保育給付認定申請書」を提出する必要があります（P11 をご

参照ください）。 

●教育・保育給付認定申請のあったお子さんについて、「保育の必要な事由」、「保育の必要量」を確認し、「支

給認定証」を発行します。 

※保育の認定基準に該当しないため、希望する認定が受けられない場合や、該当事由により有効期間の希望

に添えない場合があります。 

※「支給認定証」は保育の必要性を判定したもので、認可保育施設への入園をお約束するものではありません。 

※教育・保育給付認定申請の内容が事実と異なる場合、教育・保育給付認定を取り消すことがあります。 

●お子さんが３歳になる月の前月に、３号認定（３歳未満）から２号認定（３歳以上）への切り替えの通知書及び

新しい「支給認定証」をお送りします（手続きは不要です）。 

※有効期間が終了した場合、既に発行している「支給認定証」は無効となります。 

事由 
保育の必要量 有効期間 

標準時間 短時間 ３号認定（満３歳未満） ２号認定（満３歳以上） 

１ 就労 〇 〇 ３歳の誕生日の前々日  就学前の３月３１日 

２ 妊娠・出産 〇  出産予定日の属する月から２ヶ月後の月末 

３ 保護者の疾病、障がい 〇 〇 
３歳の誕生日の前々日 

（注１） 

就学前の３月３１日 

（注１） 

４ 
同居又は長期入院等をし

ている親族の介護、看護 
〇 〇 

３歳の誕生日の前々日 

（注１） 

就学前の３月３１日 

（注１） 

５ 災害復旧 〇  ３歳の誕生日の前々日 就学前の３月３１日 

６ 求職活動、就労内定  〇 ３歳の誕生日の前々日 就学前の３月３１日 

７ 就学 〇 〇 
在学期間終了の月末  

３歳の誕生日の前々日 就学前の３月３１日  

８ 
虐待やＤＶのおそれがあ

ること 
〇  ３歳の誕生日の前々日 就学前の３月３１日 

９ 

育児休業取得中に、既に

保育を利用している子ど

もがいて継続利用が必要

であること（注２） 

 〇 

育児休業対象児童の育児休業期間終了日の月末 

３歳の誕生日の前々日 就学前の３月３１日 
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